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栃木県産業労働観光部観光交流課長  

 

 

本年９月７日より受入れを開始する添乗員を伴わないパッケージツアーの 

取扱い等について（通知） 

 

このことについて、観光庁から、本年６月 10 日から受入を開始した旅行業者等を受入責

任者とするパッケージツアーについて、本年９月７日から添乗員を伴わないものも認める

ことになることに伴い、「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」を改訂したの

で周知するよう依頼がありましたので、通知します。 

なお、県内旅行業者に対しても、別添写しのとおり通知しましたことを申し添えます。 
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